
石神井署光が丘署練馬署練馬区全体

被害金額被害
件数被害金額被害

件数被害金額被害
件数被害金額被害

件数年

1億8,000万円40件1億5,000万円20件3億7,600万円110件7億600万円170件令和６年
(※速報値)

1億3,710万円49件7,060万円33件9,110万円68件2億9,880万円150件令和５年

9,590万円44件4,720万円40件1億410万円70件2億4,720万円154件令和４年

9,370万円56件6,700万円23件7,090万円46件2億3,160万円125件令和３年

⑴ 区内の特殊詐欺認知件数および被害額（年別）

⑵ 区内の特殊詐欺認知件数（月別推移）

特殊詐欺について１

１
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1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

令和６年 9 7 10 10 12 10 15 10 20 23 18 26

令和５年 16 6 10 12 7 8 11 18 21 20 6 15

令和４年 3 2 10 15 12 17 15 14 14 22 16 14

令和３年 13 10 10 6 11 5 9 15 9 16 5 16
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警察官を名乗り、「あなたの口座が犯罪に利用されている。逮捕状が出てい
る。」などと言って、LINEやビデオ通話等に誘導し、警察手帳等を見せて本物の
警察官であることを信じ込ませ、「口座を調査する。示談金を払えば逮捕されな
い。」などと言って、お金をだまし取る。

オレオレ詐欺
（警察官騙り）

「未払いの料金があります。今日中に払わなければ裁判になります」などとメー
ルやハガキ（封書）で知らせ、金銭等をだまし取る。架空料金請求詐欺

医療費、税金、保険料等について、「還付金があるので手続きしてください」
などと言って、被害者にATMを操作させ、被害者の口座から犯人の口座に送金さ
せる。
＜練馬区での事案例＞
区役所の健康保険課の職員を名乗る者から「医療費の還付金が●●円あり、請

求書を送付したが、返信がありません。締切りが過ぎていますが、ATMでなら請
求が間に合います」などとの電話があり、ATMへ誘導された。

還付金詐欺

インターネットを閲覧中に「ウイルスに感染」と嘘の警告画面と連絡先が表示
され、電話をかけると、ウイルス除去のサポート費用を名目に、現金振込や電子
マネーの購入を要求する。

サポート詐欺

インターネット上に著名人の名前・写真を悪用した嘘の投資広告を出したり、
「必ず儲かる投資方法を教えます」などとメッセージを送る等して、SNSに誘導
し、投資に関するメッセージのやりとりを重ねて信用させ、最終的に「投資金」
や「手数料」等という名目でネットバンキング等により金銭等を振り込ませる。

SNS型投資詐欺

SNSやマッチングアプリ等を通じて出会った人と実際に直接会うことなくやり
とりを続けることで恋愛感情や親近感を抱いてしまい、結婚を匂わせて、金銭等
をだまし取る。

SNS型ロマンス
詐欺

２

特殊詐欺等の手口２ 資料４



侵入犯罪について３

・令和６年８月以降、首都圏を中心に、住宅等に押し入り暴行を加えて現金等を奪う侵入強盗が
多数発生し、練馬区内においても大泉町で発生した。
・強盗等の手口については、巧妙かつ凶悪化している。

1. 背景

2. 刑法犯認知件数

３
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３．主な侵入の手口
窓ガラスを破壊し、そこから手を入れて解錠して侵入する。ガラス破り

ドアと壁の隙間にバールなどの工具を押し込み、ドア錠を破壊して侵入する。ドア錠こじ破り

ピックと呼ばれる工具を鍵穴に入れドアの錠を開ける。ピッキング

玄関ドアの外側からドリルで穴をあける等して、サムターンを回して侵入する。サムターン回し



闇バイトについて４

・SNSやインターネットの掲示板等で短時間で高収入が得られるといった投稿に応募し、強盗や
詐欺等の犯罪に加担する若者が増えている。
・闇バイトに一度応募すると抜け出せずに、捕まるまで加担してしまう。

1. 現状

2. 応募から加担まで

怪しいと気づいた段階で、すぐにお近くの警察署、警視庁総合相談センターに相談してください。
・警視庁総合相談センター（＃9110）
・ヤング・テレホン・コーナー（警視庁少年相談係）（03-3580-4970）

４

３．相談窓口

応募

連絡

送信

脅迫

・自らSNS等で「高額報酬」や「即日現金」などと検索、応募することや先輩や友人から誘われて応募。

・応募が完了すると、犯行グループから連絡が入り、一定時間が経過すると通信履歴が消去されるなどの機能を
有する匿名性の高いアプリでのやりとりを強要。

・犯行グループとのやりとりの中で、個人情報を要求され、身分証明書などの写真をアプリで送信。

・仕事内容を聞き、犯罪行為であることを知るが、加担を拒否しようとすると、個人情報を基に、犯罪行為に
加担するまで、脅迫。
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区と区内３警察署の連携や警視庁の作成した特殊詐欺や闇バイトに関する注意喚起
を目的としたリーフレットやチラシを、児童館や地域包括支援センター等に配布し、
周知・啓発に努めています。

リーフレット等
による周知啓発

特殊詐欺被害の未然防止効果の高い自動通話録音機を、65歳以上の方がいる世帯
を対象に貸与しています。地域包括支援センターや消費生活センター、各警察署から、
詐欺被害者や相談のあった方に随時貸与しています。

自動通話録音機
の貸与事業

高齢者の犯罪被害を防止するため、区立施設において「高齢者対象セーフティ教
室」を開催しています。当日は、講師となる警察署員が、高齢者に対し、最新の犯罪
手口や防犯対策を紹介します。

高齢者対象
セーフティ教室

の開催

＜各警察署での貸与台数（直近３か年）＞

自動通話録音機

年度別合計石神井警察署光が丘警察署練馬警察署

163874135６年度
（12月末）

155524657５年度
2634013489４年度
581179221181３警察署合計

５

区・警察との連携事業５

「ドアをすぐに開けないで」
シール

特殊詐欺注意喚起
リーフレット

悪質な訪問販売
注意喚起チラシ

強盗対策チラシ ＃BAN闇バイト
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・無人ATMの巡回パトロール（町会・母の会等と連携）
・三警察署合同による特殊詐欺対策イベントの開催
（練馬区民のつどい等）

・信用金庫と連携し、定期預金の利用を促す取組を開始

３警察署共通

・ねりま秋の特殊詐欺大根絶キャンペーンの実施
・「ねりま安全安心フェス」において一日警察署長とのトークショー
による被害防止啓発

・携帯電話の待ち受け画像による啓発

練馬警察署

・地域住民や管内企業の方との特殊詐欺被害防止
キャンペーンの実施

・光が丘地域安全運動キャンペーンにて、
駅利用者等に詐欺についてのチラシを配布

光が丘警察署

・防犯協会等の警察協力団体による
特殊詐欺撲滅キャンペーン

・都立高校において、「被害に遭わない・
加担しない・特別防犯教室」を開催

石神井警察署

＜特殊詐欺被害防止キャンペーン＞

６

警察の防犯対策事業６

＜被害防止キャンペーン＞ ＜特別防犯教室＞

＜特殊詐欺大根絶キャンペーン＞
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区内の犯罪を抑止するために、24時間365日、青色回転灯を搭載した安全・安心
パトロールカーで区内をパトロールしています。
パトロールは、公園や小学校周辺の定期巡回のほか、不審者等の発生に応じた重点

パトロールや区内の３警察署と連携し、特殊詐欺の被害や予兆電話が頻発した地域を
対象に注意喚起の放送を実施しています。

安全・安心
パトロールカー
による巡回

防犯や災害時に周囲に対し危険を知らせることができる
防犯ブザーを、65歳以上の一人暮らしまたは65歳以上の高齢者のみ
の世帯を対象に、配布しています。

防犯ブザーの
配布事業

ねりま区報で侵入窃盗や特殊詐欺の注意喚起の広報を行い、ねりま情報メールや
公式SNSを活用し、区内で発生した犯罪に関する情報を配信しています。

区報・公式SNS
での広報啓発

空き巣等の自宅への侵入被害から自宅を守るために、日本ロックセキュリティ協同
組合等に加入している、信頼できる防犯業者と協定を結び、防犯用品などのあっせん
事業を行っています。

防犯用品の
あっせん

７

区の防犯対策事業７

≪令和6年12月21日号≫≪令和6年8月21日号≫

※ 「参考資料 練馬区の安全・安心施策について」を参照
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８

課題と今後の方向性８

① 特殊詐欺被害は件数、被害額ともに増加。
（令和６年11月末の被害件数は、23区内で３番目）

② 高齢者だけでなく、現役世代も詐欺の被害者となり、若年層は闇バイトの
加害者となっていて、全世代に対して、対策が必要となっている。

③ 区や警察署単独の取り組みだけではなく、関係機関が連携して特殊詐欺等へ
の対策に取り組んでいく必要がある。

悪質・巧妙化する特殊詐欺や侵入強盗・闇バイト
等から、地域を守るためには、安全・安心協議会と
してどのような取組が必要か。

資料４


